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「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成25年1月9日
京都市条例第39号）」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生
省令第37号）」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）」

パナソニック エイジフリー株式会社

代表取締役 坂口 哲也 1998 6 19

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地
06-6906-7269

パナソニック エイジフリーショップ山科

京都府京都市山科区大宅関生町74

京都市指定
2674102278

辻本 貴之

京都市、大津市

私たちは、高齢者とそのご家族に、こころに届く最適なサービスを提供し、「ゆとり
と笑顔のある暮らし」の実現をお手伝いすることで社会に貢献します。

要介護状態となった利用者様が可能な限り居宅において、自立した生活を営むことが
出来るよう、心身状況、希望、環境を踏まえ、適切な用具の選定援助、取付、調整等
を行い、貸与することにより利用者の生活上便宜・機能訓練、介護者の負担軽減を図
ります。

月～土曜日※休業日：祝日、8/12～16、12/29～1/4

午前8：45～午後5：45
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通常の事業の実施地域を越えた地点から
片道20キロメートル未満 1,000円（税別）
片道20キロメートル以上 5,000円（税別）を請求します。

福祉用具の搬入出に特別な措置が必要な場合（階段やエレベーターでの搬入出が困難
でクレーンを使用する場合等）は、その措置に要する費用の実費を請求します。尚、
通常の搬入出の場合は、費用請求しません。



サービスを完結した日より5年間保存

損害保険ジャパン株式会社

ウォームハート保険

介護保険法に関する事業活動におけるリスクを包括的に補償



辻本 貴之 075-502-7177

大阪府門真市大字門真1048番地

パナソニック エイジフリー株式会社

山科区大宅関生町７４

パナソニック エイジフリーショップ山科

山科区大宅関生町７４

パナソニック エイジフリーショップ山科

075-502-7177 075-502-7178

月～土曜日（祝日、夏季休暇、冬季休暇除く） 午前8:45～午後5:45

辻元 貴之 管理者

山科区椥辻池尻町14-2

山科区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当

075-592-3290

午前9:00～午後5:00

下京区烏丸通四条下る水銀屋町６２０番地 COCON烏丸内

京都府国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口

075-354-9090

午前9:00～午前12：00 午後1:00～午後5:00

「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成25年1月9日
京都市条例第39号）」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生
省令第37号）」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）」

辻本 貴之
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